
JP 3201676 U 2015.12.24

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】蓋部をロックするロック部材の操作を容易にす
るとともに、操作感触も良好に保持する栓体ユニットの
提供。
【解決手段】栓体１と飲み口部１０と、飲み口部１０を
開放・閉塞状態にするため、栓体上部に第１ヒンジ部を
介して回動可能に取り付けられる蓋部２と、蓋部２の開
放方向への回動をロックするロック機構とを備え、ロッ
ク機構は、栓体１に設けられた第２ヒンジ部４０と、第
２ヒンジ部を介して回動可能なＵ字形のロック部材４と
、蓋部２に設けられ、Ｕ字形部分と係合可能なロック受
け部２ｃと、ロック部材４の第２ヒンジ部４０の径方向
周囲に設けられた係合突起と、栓体側に設けられ、係合
突起と係合可能な係合凹部と、を備え、ロック機構のロ
ック状態において、ロック部材４とロック受け部２ｃが
係合するとともに、係合突起と係合凹部が係合している
。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
飲料容器の容器本体に取り付けられる栓体ユニットであって、
栓体と、
栓体上部に設けられた飲み口部と、
この飲み口部を開放または閉塞状態にするため、栓体上部に第１ヒンジ部を介して回動可
能に取り付けられる蓋部と、
この蓋部の開放方向への回動をロックするためのロック機構とを備え、
このロック機構は、
栓体と蓋部のいずれか一方に設けられた第２ヒンジ部と、
この第２ヒンジ部を介して回動可能なＵ字形のロック部材と、
栓体と蓋部のいずれか他方に設けられ、前記ロック部材の前記Ｕ字形部分と係合可能なロ
ック受け部と、
前記ロック部材の前記第２ヒンジ部の径方向周囲に設けられた係合部と、
前記栓体側に設けられ、前記係合部と係合可能な被係合部と、を備え、
ロック機構のロック状態において、前記Ｕ字形部分と前記ロック受け部が係合するととも
に、前記係合部と前記被係合部が係合していることを特徴とする飲料容器の栓体ユニット
。
【請求項２】
前記係合部は係合突起であり、前記被係合部は係合凹部であることを特徴とする請求項１
に記載の飲料容器の栓体ユニット。
【請求項３】
前記ロック部材は、第２ヒンジ部に設けられるヒンジ軸が嵌合する嵌合基部を備え、この
嵌合基部に前記係合突起が形成されていることを特徴とする請求項２に記載の飲料容器の
栓体ユニット。
【請求項４】
前記係合突起は、その周囲に比べて薄肉に形成されていることを特徴とする請求項２又は
３に記載の飲料容器の栓体ユニット。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、栓体と、栓体上部に設けられた飲み口部と、この飲み口部を開放または閉塞
状態にするため、栓体上部に第１ヒンジ部を介して回動可能に取り付けられる蓋部と、こ
の蓋部の開放方向への回動をロックするためのロック機構とを備えた飲料容器の栓体ユニ
ットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　かかる栓体ユニットとして、下記特許文献に開示される飲料容器が知られている。この
飲料容器は、蓋部をロックするＵ字形のロック部材が設けられており、基端（ヒンジ部）
まわりに回動可能に構成している。このロック部材によるロック状態を維持するためにロ
ック部材を係止させる機構を設けている。すなわち、ロック部材はＵ字形部分の左右一対
のアーム部の内面側に係止部を設け、アーム部の基端をヒンジ部の軸線方向に摺動自在に
設けている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４４８２９４０号
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】



(3) JP 3201676 U 2015.12.24

10

20

30

40

50

　上記の先行技術では、係止部を乗り越えるときのロック部材の操作を容易にするために
、ロック部材の基端が軸線方向に摺動自在に構成しており、ロック部材を左右方向に所定
以上の隙間を有する状態で組み立てる必要がある。このような隙間が大きくなると、かえ
ってロック部材の操作感触が低下する可能性がある。また、隙間によるロック部材の左右
方向の移動を抑制するために弾性部材により左右の一方に付勢する構成も上記先行技術に
は開示されているが、部品点数が増加し構成が複雑化する。
【０００５】
　本考案は上記実情に鑑みてなされたものであり、その課題は、蓋部をロックするための
ロック部材の操作を容易にするとともに、操作感触も良好に保持可能な飲料容器の栓体ユ
ニットを提供することである。　
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため本考案に係る飲料容器の栓体ユニットは、
栓体と、栓体上部に設けられた飲み口部と、この飲み口部を開放または閉塞状態にするた
め、栓体上部に第１ヒンジ部を介して回動可能に取り付けられる蓋部と、この蓋部の開放
方向への回動をロックするためのロック機構とを備え、
このロック機構は、栓体と蓋部のいずれか一方に設けられた第２ヒンジ部と、この第２ヒ
ンジ部を介して回動可能なＵ字形のロック部材と、栓体と蓋部のいずれか他方に設けられ
、前記ロック部材の前記Ｕ字形部分と係合可能なロック受け部と、前記ロック部材の前記
第２ヒンジ部の径方向周囲に設けられた係合部と、前記栓体側に設けられ、前記係合部と
係合可能な被係合部と、を備え、
ロック機構のロック状態において、ロック部材とロック受け部が係合するとともに、前記
係合部と前記被係合部が係合していることを特徴とするものである。
【０００７】
　かかる構成による飲料容器の栓体ユニットの作用・効果は以下のとおりである。栓体ユ
ニットは、栓体上部に設けられた飲み口部を開閉状態にするため、蓋部を有している。こ
の蓋部は、第１ヒンジ部を介して回動可能であり、蓋部を閉鎖状態にロックするためにロ
ック機構を備えている。このロック機構は、Ｕ字形のロック部材を備えており、第２ヒン
ジ部により回動可能であり、ロック部材のＵ字形部分がロック受け部と係合することで、
ロック状態を保持できる。
【０００８】
　また、ロック部材の第２ヒンジ部の径方向周囲に係合部が設けられており、これが栓体
側の被係合部と係合することで、ロック状態を保持することができる。この係合部と被係
合部の組み合わせは、ロック部材の第２ヒンジ部の径方向周囲に設けられており、係合状
態を離脱させるときは、Ｕ字形のロック部材の先端部分を持って操作すればよい。この先
端部分は、第２ヒンジ部から最も遠い位置にあるから、係合状態を離脱させるときも大き
な力は必要ない。従って、ロック部材の操作が容易である。また、第２ヒンジ部の径方向
周囲に係合部を有する構成であるから、第２ヒンジ部の軸線方向に大きな隙間を設ける必
要もない。従って、操作感触も良好にすることができる。
【０００９】
　本考案に係る係合部は係合突起であり、前記被係合部は係合凹部であることが好ましい
。
【００１０】
　かかる構成によれば係合突起と係合凹部の組み合わせにより、ロック部材を安定した状
態に係合させることができる。
【００１１】
　本考案に係るロック部材は、第２ヒンジ部に設けられるヒンジ軸が嵌合する嵌合基部を
備え、この嵌合基部に前記係合突起が形成されていることが好ましい。
【００１２】
　かかる構成によれば、ロック部材には、嵌合基部が設けられ、この嵌合基部に係合突起
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が形成される。係合突起は、嵌合基部の径方向周囲から突出させるように形成すればよい
。従って、第２ヒンジ部の配置構成に影響を与えないように係合突起を設けることができ
る。
【００１３】
　本考案に係る係合突起は、その周囲に比べて薄肉に形成されていることが好ましい。薄
肉に形成することで、係合突起の弾性変形が容易になり、操作感触も向上させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】飲料容器の栓体ユニットの外観構成を示す斜視図（ロック部材閉鎖位置）
【図１Ｂ】飲料容器の栓体ユニットの外観構成を示す側面図（ロック部材閉鎖位置）
【図２】図１Ｂの断面Ａ－Ａ
【図３】図１Ｂの断面Ｂ－Ｂ
【図４】図３の部分詳細図Ｃ
【図５】飲料容器の栓体ユニットの外観構成を示す斜視図（ロック部材開放位置）
【図６】図２に対応する断面図（ロック部材開放位置）
【図７】図２に対応する断面図（ロック部材開放位置）
【図８】図７の部分詳細図Ｄ
【図９】蓋部を開放した状態を示す断面図
【図１０】ロック部材の構成を示す斜視図
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　本考案に係る飲料容器の栓体ユニットの好適な実施形態を図面を用いて説明する。図１
Ａは、栓体ユニットの外観構成を示す斜視図であり、蓋部を閉鎖した状態を示す。
【００１６】
　＜栓体ユニットの構成＞
　図１Ａは、マグボトル等の飲料容器の上部に設けられる栓体ユニットＭを示しており、
容器本体Ｎに対してネジ機構等により着脱自在に取り付けられる。大きく分けて、栓体ユ
ニットＭは、栓体１と、栓体１の上部に開閉自在に取り付けられる蓋部２と、蓋部２の開
放方向への移動をロックするためのロックレバー３およびロック部材４を備えている。容
器本体Ｎは、例えば、特開２０１２－１６２３２５号公報に開示されるような公知の構成
を採用することができる。また、ロックレバー３およびロック部材４は、蓋部２の開放を
ロックするためのロック機構に相当する。
【００１７】
　図２、図３は、それぞれ図１Ｂの断面Ａ－Ａ、断面Ｂ－Ｂを示す断面図である。図２等
に示すように、栓体１の上部には飲み口部１０が設けられており、ここに直接口を直につ
けることで、容器本体Ｎの中にある飲料を飲むことができる。飲み口部１は、円筒形に突
出した形状を有している。栓体１の下部の内面には雌ねじ１１が一体形成されており、不
図示の容器本体Ｎの雄ねじと螺合する。この螺合により、栓体ユニットＭは、容器本体Ｎ
に対して着脱自在に取り付けられる。容器本体Ｎに飲料を収容するときや、容器本体Ｎと
栓体ユニットＭを洗浄するときには、栓体ユニットＭを容器本体Ｎから外すことで行われ
る。栓体１を手で回しやすくするために外表面に多数の突起が形成されている。また、パ
ッキン１２が、雌ねじ１１の上部に設けられており、容器本体Ｎの上部突起（不図示）が
押しつけられ、容器本体Ｎの内部を密閉する。
【００１８】
　蓋部２は、第１ヒンジ部２０を介して回動自在に、栓体上部に取り付けられる。第１ヒ
ンジ部２０の軸線に沿って第１ヒンジ軸２１が蓋部２に結合されている。蓋部２は、開放
する方向（図３の時計方向）に回動するようにコイルバネ２２により付勢されている。第
１ヒンジ軸２１は、図２にも示すように、栓体上部の中央より若干後側に位置している。
蓋部２の裏面側から下方に突出部２ａが一体形成されており、この突出部２ａにパッキン
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２３がはめ込まれている。図２、図３は、いずれも飲み口部１０が閉鎖された状態を示し
ている。
【００１９】
　ロックレバー３が、栓体１の側面に設けられている。ロックレバー３は、上下方向に設
けられており、第３ヒンジ部３０により、回動可能に取り付けられている。第３ヒンジ部
３０には、軸線に沿って第３ヒンジ軸３１が設けられており、この第３ヒンジ軸３１周り
にロックレバー３は回動可能に取り付けられる。第３ヒンジ部３０の下方に圧縮コイルバ
ネ３２が設けられており、ロックレバー３を図２の時計方向に回動する方向（蓋部２を係
止する方向）に付勢する。また、ロックレバー３の上方、すなわち、第３ヒンジ部３０の
上方には、ロック爪３ｂが一体形成されている。このロック爪３ｂは、蓋部２に一体形成
された係止部２ｂに係止することができる。
【００２０】
　図２は、ロック爪３ｂと係止部２ｂが係止した状態を示しており、蓋部２が開放方向へ
移動するのをロックしている。このロック状態を解除するには、ロックレバー３の操作部
３ａを押圧すればよい。操作部３ａを図２の矢印方向に押圧することで、コイルバネ３２
の付勢力に抗して、ロックレバー３が第３ヒンジ軸３１周りに反時計方向に回動し、ロッ
ク爪３ｂと係止部２ｂの係止状態が解除される。これにより、蓋部２を開放することが可
能な状態になる。
【００２１】
　ロックレバー３の周囲を取り囲むようにロック部材４が配置される。ロック部材４は、
ロックレバー３による不用意な蓋部２の開放を防止するために設けられる。ロック部材４
がないと、ロックレバー３の操作部３ａが不用意に押されたり、振動や衝撃などでロック
レバー３の係止状態が解除されることがありうる。そうすると、飲料容器の姿勢によって
は、内容物が飲み口部１０から漏れてしまうような事態もありうる。そこで、上記の問題
を解決するためロック部材４が配置されている。
【００２２】
　ロック部材４は、図１Ｂに示すように、Ｕ字形（略Ｕ字形も含む）であり、第２ヒンジ
部４０により回動可能に取り付けられている。第２ヒンジ部４０には、第２ヒンジ軸４１
が設けられており、ロック部材４を回動可能に支持する。図１Ｂに示すように、ロック部
材４は、左右一対のアーム部４ａと、アーム部４ａの上端どうしを連結する円弧状の連結
部４ｂが一体形成されている。アーム部４ａの基端に第２ヒンジ部４０が位置する。第１
～第３ヒンジ部２０，３０，４０は、いずれも図１Ｂの左右方向に軸線が延びており、互
いに平行である。
【００２３】
　ロック部材４の連結部４ｂは、実際にユーザーが操作をする操作部としても機能する。
連結部４ｂの裏面側は係合部４ｃ（Ｕ字形部分に相当）に相当する。この係合部４ｃは、
蓋部２に一体形成されたロック受け部２ｃに係合可能である。係合部４ｃとロック受け部
２ｃが係合した状態では、ロックレバー３を操作しても、蓋部２を開放することができな
い。従って、蓋部２の不用意な開放を防止することができる。
【００２４】
　図２に示すように、ロック受け部２ｃは係止部２ｂの上方にあり、ともに突出部の形状
を呈している。ロック受け部２ｃの方が係止部２ｂよりも少し突出量が多くなっている。
また、ロック受け部２ｃと係止部２ｂの間には凹部が形成される形になり、この凹部に、
ロックレバー３のロック爪３ｂが位置することで、ロックレバー３が蓋部２を係止する。
ロック受け部２ｃは、ちょうど第１ヒンジ部２０と反対側（対抗する側）に位置する。ま
た、飲み口部１０は、第１ヒンジ部２０よりもロック受け部２ｃに近い方に配置されてい
る。
【００２５】
　図４は、図３のＣ部の拡大図であり、第２ヒンジ部４０の周囲の部分の詳細を示す。第
２ヒンジ部４０の径方向周囲に係合突起４ｄ（係合部に相当）が設けられている。この係



(6) JP 3201676 U 2015.12.24

10

20

30

40

50

合突起４ｄは、山形（三角形）に突出した形状を有し、ロック部材４に一体形成される。
係合突起４ｄの突出方向は、図４において、時計の１時方向から２時方向の間である。ロ
ック部材４には、第２ヒンジ軸４１を取り付けるために軸線に沿って孔が形成されるが、
孔の周囲は断面が筒状に形成される。この筒状の部分（嵌合基部に相当）から係合突起４
ｄが突出して形成されるが、係合突起４ｄの部分の肉厚は、その周辺に比べて肉薄に形成
される。これにより、係合突起４が弾性変形しやすいようになっている。
【００２６】
　この係合突起４ｄに対応する位置に、栓体側には係合凹部２ｄ（被係合部に相当）が形
成されている。この係合凹部２ｄに係合突起４ｄが係合する。図１０は、ロック部材４の
みの形状を示す図であり、（ａ）は裏面から見た斜視図、（ｂ）は要部の拡大斜視図であ
る。
【００２７】
　＜栓体ユニットの作用＞
　次に、栓体ユニットＭの蓋部２を開放するときの動作を説明する。蓋部２を開放するに
はロックレバー３を操作すればよいが、図１～図４の状態では、ロックレバー３を操作し
ても蓋部２は開放しない。ロック部材４により蓋部２の開放がロックされているからであ
る。そこで、まず、ロック部材４を閉鎖位置から解放位置へと操作する必要がある。
【００２８】
　図５は、ロック部材を解放位置に移動した状態を示す外観斜視図である。図６、図７は
、同じく断面図であるが、図６は、図１ＢのＡ－Ａ断面に対応する断面図であり、図７は
、図１ＢのＢ－Ｂ断面に対応する断面図である。
【００２９】
　ロック部材４の連結部４ｂを手で持ち、第２ヒンジ部４０周りに反時計方向に回動させ
る（図３の矢印）。これにより、係合部４ｃとロック受け部２ｃの係合状態が解除される
。このとき、ロック部材４に形成された係合突起４ｄが係合凹部２ｄから脱出する。この
脱出時に、係合突起４ｄが変形しようとするが、係合突起４ｄは周辺部分よりも薄肉に形
成されているので弾性変形しやすいように構成されている。従って、ユーザーの操作感触
も重くなく容易である。
【００３０】
　また、係合突起４ｄが設けられている位置は、連結部４ｂから見て遠い位置にあるから
、係合突起４ｄを弾性変形させるときの力も大きな力は必要なく、この点においても操作
性がよい。さらに、ロック部材４の第２ヒンジ部４０における左右のアーム４ａ間の寸法
ｘ２は、この部分がはまり込む栓体側の寸法ｘ１よりも嵌合代の分だけ大きくすればよく
、前述の先行技術のように大きな隙間を形成する必要はない。従って、ロック部材４の閉
鎖位置と解放位置の間の操作もガタ付きが少なく安定している。
【００３１】
　この状態でロックレバー３の操作部３ａを押すことで、ロックレバー３のロック爪３ｂ
と蓋部２の係止部２ｂとの係止状態が解除され、蓋部２はコイルバネ２２の付勢力により
開放する。図９は、蓋部が開放した状態を示す断面図である。
【００３２】
　蓋部２をロックするときは、図９の状態から、蓋部２を手で操作して第１ロック部２０
を反時計方向に回動させる。ロックレバー３によりロックされる直前に、係止部２ｂがロ
ックレバー３のロック爪３ｂを乗り越えて、係止状態に復帰する。係止部２ｂとロック爪
３ｂには、テーパ面が形成されているので、ロックレバー３をわざわざ手でロック解除状
態に動かさなくても、ロック爪３ｂを乗り越えることができる。係止部２ｂがロック爪３
ｂを乗り越えた後、コイルバネ３２の付勢力により、ロックレバー３はロック状態に自動
的に復帰する（図６、図７の状態）。
【００３３】
　さらに、ロック部材４をロック位置にするためには、ロック部材４の連結部４ｂを手で
持って、第２ヒンジ部４０の周りに時計方向に回動させる。ロック位置に移動する直前に
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、係合突起４ｄが栓体側の壁部２ｅ（図８参照）にまず当接するが、係合突起４ｄは弾性
変形しながらもさらに時計方向に回動し、係合突起４ｄが係合凹部２ｄに係合し、ロック
部材４がロック位置に設定される。なお、係合突起４ｄと係合凹部２ｄは、クリック感触
を有するので、ロック位置にロック部材４が位置したことをユーザーが認識することがで
きる。
【００３４】
　＜別実施形態＞
　本考案は、上記の実施形態に限定されるものではなく、種々の変形例が可能である。栓
体１、蓋部２、ロックレバー３、ロック部材４は、樹脂等の素材により形成することがで
きる。また、１つの部品で構成するのではなく、複数の部品によりこれらの要素を構成し
てもよい。
【００３５】
　本実施形態において、第２ヒンジ部４０は、栓体１に設けられているが、蓋部２に設け
てもよい。その場合、ロック受け部は栓体１に設けられることになる。
【００３６】
　本実施形態において、係合部として係合突起４ｄ、被係合部として係合凹部２ｄを用い
ているが、係合部として係合凹部、被係合部として係合突起を用いてもよい。
【符号の説明】
【００３７】
Ｍ　　　　栓体ユニット
Ｎ　　　　容器本体
１　　　　栓体
２　　　　蓋部
２ｂ　　　係止部
２ｃ　　　ロック受け部
２ｄ　　　係合凹部
３　　　　ロックレバー
３ａ　　　操作部
３ｂ　　　ロック爪
４　　　　ロック部材
４ａ　　　アーム部
４ｂ　　　連結部
４ｃ　　　係合部
４ｄ　　　係合突起
１０　　　飲み口部
２０　　　第１ヒンジ部
２１　　　第１ヒンジ軸
３０　　　第３ヒンジ部
３１　　　第３ヒンジ軸
４０　　　第２ヒンジ部
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【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２】 【図３】
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